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「持続可能な活力ある社会を実現する経済・雇用システム」 
（雇用政策研究会報告の取りまとめについて） 

 

 

雇用政策研究会（座長：樋口美雄 慶応義塾大学商学部教授）は、近年の経

済環境、労働市場における変化を踏まえ、政府の新成長戦略で目標とする 2020

年に向け、重点的に取り組むべき雇用・労働政策の方向性について検討を重ね

てきました。 

このたび、検討結果を取りまとめましたので、報告書を公表します。 

 

（報告書のポイント）  

①  正規・非正規労働者の二極化解消のため、働き方の改善を提言 

・「多様な正社員」の環境整備 

・有期雇用ルールの整備、最低賃金の引上げ、均等・均衡待遇の推進    

・働き方の改善を後押しする企業評価・企業行動の仕組みの構築   等 

 

② 労働力減少と非正規労働者の増加に対応する支援を推進 

・能力開発支援などの各種就労支援 

・ハローワークを拠点としたポジティブ・ウェルフェア（積極的就労支援・生活支援） 

による「全員参加型社会」の雇用面からの支援の強化（雇用保険を受給できない人 

への「第２のセーフティネット」の実施、パーソナル・サポートの導入） 

・雇用調整助成金の適切な出動                   等 
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【雇用機会】
○ 成長分野（環境、健康、観光）での
雇用創出

○ 「新しい公共」による国民ニーズの
充足と雇用創出

【経済社会のあり方】
○ 企業評価・企業行動の仕組みの構築
○ 就業を阻害しない税・社会保障の検討

【積極的労働市場政策】
○ 若者、女性、高齢者、障害者への
就労支援

○ 能力開発（キャリア形成）支援

【セーフティネット】
○ 雇用保険を受給できない人への
第２のセーフティネットの構築

○ ハローワークを拠点とした支援の強化

【雇用ルール】
○ 「多様な正社員」の環境整備
○ 有期雇用ルールの整備

【賃金・処遇】
○ 最低賃金の引き上げ
○ 均等・均衡待遇の推進

【ワーク・ライフ・バランス】
○ 労働時間等の見直し
○ 育児休業等の取得促進

「持続可能な活力ある社会を
実現する経済・雇用システム」

雇用の質が向上する
働き方の改善

雇用の量拡大と質向上のための
経済システムの構築

全員参加型社会、
トランポリン型社会の構築

目指す社会イメージ

● 雇用の場が十分確保
され、職業キャリアが
形成できる

● 仕事と生活の調和が
実現できる

● 生活を支えられるだけ
の収入が得られる

参考１

＜経済・雇用システムに求められること＞

○ 雇用の質の向上

○ 就業意欲を実現する「全員参加型社会」の
構築

○ 再挑戦可能な「トランポリン型社会」の構築

○ 雇用機会の創造

新成長戦略

現状は・・・
・正規・非正規の二極化、
所得格差拡大、ゆとり・きずなの喪失

・人口減少、少子高齢化、
就業者減少

・非正規労働者の雇用調整 等

○ 2020年まで名目３％、
実質２％の成長

○ 失業率はできる限り
早期に３％台に低下

○ 成長分野（環境、健康、
観光）での需要創造
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雇用政策研究会 開催経過について 

 

 

 

●第１回 平成 21 年 12 月 16 日（水）  

 議題  我が国の経済・雇用情勢と課題（論点提示） 

 

●第２回 平成 22 年 1 月 27 日（水）       

議題  目指すべき雇用システムとセーフティネット 

 

●第３回 平成 22 年 2 月 5 日（金）  

議題  目指すべき雇用システムとセーフティネット 

 

●第４回 平成 22 年 3 月 8 日（月）   

議題  目指すべき雇用システムについて 

 

●第５回 平成 22 年 3 月 24 日（水）  

議題  就労促進と働き方の見直し  

 

●第６回 平成 22 年 4 月 16 日（金）  

議題  今後の産業構造の変化と雇用者の伸びが期待できる分野 

          

●第７回 平成 22 年 5 月 14 日（金）  

議題  労働市場から見た産業社会のあり方  

         

●第８回 平成 22 年 6 月 4 日（木）  

議題  報告書骨子案の検討   

 

●第９回 平成 22 年 6 月 24 日（木）  

議題  報告書案の検討 
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報告書の主な記述 

 

 

（「多様な正社員」の環境整備）〔報告書 16ページ・抄〕 

企業は異常時の雇用調整が比較的容易な非正規労働者を増加させており、非正規労働

者の雇用期間は長期化している。 

従来非正規労働者として位置づけられてきた労働者に対しても、ある程度正社員的な

雇用管理をするような雇用システムが望まれる。そのためには、「多様な正社員」（従来

の正社員でも非正規労働者でもない、正規・非正規労働者の中間に位置する雇用形態）

について労使が選択しうるような環境の整備が望まれる。 

「多様な正社員」の具体例としては、金融業や小売業で見られ始めた「職種限定正社

員」や「勤務地限定正社員」といった、業務や勤務地等を限定した契約期間に定めのな

い雇用形態が挙げられる。 

労働者にとっては従来の細切れ雇用を防止できるという利点があり、また、非正規労

働者が正規雇用へステップアップする手段にもなり得るものである。企業にとっても、

事業所が閉鎖される等の異常事態の際に雇用調整できる余地を残しつつ、中長期的に戦

力化することが可能になることが期待される。 

「多様な正社員」の環境を整備するにあたっては、実態や司法判断の蓄積により、整

理解雇等における法的地位の異同についての整理が必要なほか、正規労働者の中から切

り出して、不安定な雇用形態を増大させることにならないよう十分配慮する必要がある。 

今後どのような取組が可能か労使も含めた検討が求められる。 

 

 

（企業評価・企業行動の仕組みの構築）〔報告書 38ページ・抄〕 

企業の株式所有構造が従来の持ち合い中心から機関投資家中心に変化する中で、企業

は過度に短期的利益を求められる傾向が強まっており、こうした状況が労働者の雇用の

不安定さや労働条件の低下につながっているとの指摘がある。こうした企業の行動を是

正し、働き方の改善を後押しする上でも、企業活動を取り巻くステークホルダーに働き

かけて、雇用の安定を図るという間接的雇用政策の検討が必要である。CSR（企業の社会

的責任）の意義や取組については過去にも検討されてきたが、企業経営という視点にお

いても有益であるとされている。雇用を重視する企業＝優良な企業といった認識が広が

れば、CSRへの取組が進んでいる企業への投資である SRI（社会的責任投資）も活発とな

り、資金調達の観点でも企業は雇用に配慮した企業活動をすることが期待される。 

そのためには、ワーク・ライフ・バランスへの取組や従業員への教育等「雇用に関す

る指標」を設定し、取組度合いを判断するためのツールや評価制度が必要である。諸外

国には公的資金を用いて SRIを行なう例も見られるが、そうした事例も参考に検討が求

められる。 
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（第２のセーフティネットの構築）〔報告書 31ページ・抄〕 

雇用保険を受給できない者の就職を支援し、セーフティネットの重層化を図るべく「第

２のセーフティネット」の構築の動きが進んでいる。2008年秋の経済危機後には、離職

によって住宅等を失った非正規労働者等に対する支援として、住宅支援や生活費等の貸

付・給付が充実されてきた。また、離職により住まいを失った者等を対象に、家賃を補

助する住宅手当緊急特別措置事業（住宅手当）が 2009年 10月から実施されているが、

2011年度以降の継続実施に向けて所要の措置を講じる必要がある。 

さらに、2009年 7月からは、雇用保険を受給できない求職者であって就職するために

職業訓練による技能の向上が必要な者を対象として、無料の職業訓練及び訓練期間中の

生活給付（訓練・生活支援給付）を行う「緊急人材育成支援事業」が開始されている。

これについては、2011年度から恒久的な制度として「求職者支援制度」を創設すること

とされており、現在労働政策審議会において、訓練の在り方、給付要件、就職につなげ

るための取組、モラルハザードを防止するための措置等について議論が行われている。 

熱心に就職活動を行っているにもかかわらず、就職先が決まらぬまま雇用保険が切れ

てしまった者、就職に役立つような職業訓練の受講を希望しながら目先の生活費がない

ために安心して訓練を受けられず失業から抜け出せない者などに対する就職支援として、

職業訓練と訓練期間中の生活費の支援を組み合わせた求職者支援制度を構築していくこ

とが必要である。 

まずは、現在実施している事業において、ハローワークと訓練実施機関が連携して適

切な就職支援を行い、受講生を着実に就職に結びつけていくことが重要であり、訓練に

ついては地域における求職者のニーズも踏まえつつ質・量を確保していくことが求めら

れる。 

 

 

（ハローワークを拠点とした支援の強化）〔報告書 32ページ・抄〕 

  2008年秋の経済危機後に大量離職が発生した際、ハローワークにおいて緊急に「ワン

ストップ・サービス・デイ」を実施したことが、一定の効果を生んだ。この取組で明ら

かになった課題を踏まえ、地域ごとに関係機関が参集し地域におけるワンストップ・サ

ービスの在り方を検討する場として「生活福祉・就労支援協議会」が設置されるととも

に、「第２のセーフティネット」等に関する総合相談を日常的にワンストップで実施する

「住居・生活支援アドバイザー」がハローワークに配置されている。 

さらに、様々な生活上の困難に直面している求職者に対して、個別的かつ継続的に相

談・カウンセリングや各サービスへのつなぎを行う「パーソナル・サポート（個別支援）」

サービスの導入が現在検討されており、現場レベルでの取組を踏まえた実際的な議論を

行うためモデル・プロジェクトの準備が進められている。 

今後ハローワークには、地方公共団体や「新しい公共」を担う NPOや社会的企業等関

係機関と連携しつつ、制度や組織体制の面からも雇用と福祉の連携を図るポジティブ・

ウェルフェア（積極的就労・生活支援）の拠点としての役割が期待される。 

 

 

 

 

 

 



 

（緊急時の公的な雇用の維持・創出）〔報告書 33ページ・抄〕 

  今回の景気後退期において、雇用維持に最も効果があったと考えられるのが、雇用調

整助成金の大幅な拡充である。雇用調整助成金は、2001年以前は指定業種または地域に

支給が限定されていたが、今回は業種や地域の限定を設けず、また額としても従来のピ

ークの 10倍近い水準で支給された。 

雇用調整助成金は短期的には雇用維持の効果があるものの、中長期的には産業構造の

転換を阻害するとして批判もある。しかし、今回の経済危機のように、マクロショック

がほぼ全産業に対して起こり、産業構造のシフトが生じる余地が限られる局面において

は、雇用調整助成金は非常に有効であり、今後も同様の局面においては参考にすべき取

組である。 

  また、公的部門において政府自らが緊急に雇用創出を図る取組も行われた。留意すべ

きは、これらの施策は労働市場の活性化や施策を支える負担の観点から、緊急時におい

て正当化されるものであり、雇用指標による一定の基準を設けることによって、時宜に

かなった施策の発動と縮小・廃止が可能となるよう検討を行うべきである。 


	100714記者発表資料.pdf
	（文書C後）雇用政策研究会報告・表紙
	【参考１】（文書C後）雇用政策研究会報告書の構成
	スライド番号 1

	【参考２】雇用政策研究会委員名簿
	【参考３】（報告書版）開催経緯
	【参考４】記者発表

	【参考１】（修正後）雇用政策研究会報告書の構成



